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10月は「土地月間」です。大規模な土地取引には届出が必要になりますお知らせ

　国土利用計画法は、大規模な土地取引について届出制を設けています。
　大規模な土地売買などの契約（予約を含む。）をしたときは、買主は、知事あての届出書に必要な書類
を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所・町村役場へ届出をしてください。
　なお、届出様式は、長崎県ホームページに掲載及び政策推進課に設置しています。
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「献血」にご協力くださいお知らせ

　献血カードをお持ちの方はご持参ください。また、献血をしたことがある方は、カード裏面で献血可能
日を事前にご確認ください。
 
問い合わせ／健康づくり推進部　健康増進課　☎0920（52）4888

11月21日（火）

11月22日（水）

11月23日（木）

11月24日（金）

11月28日（火）

11月29日（水）

11月30日（木）

厳　原

厳　原

美津島

厳　原

上　県

上対馬

峰　

豊　玉

美津島

対馬市役所

対馬市役所

対馬高等学校

ショッピングセンターパル21

長崎県対馬振興局

上県行政サービスセンター

上対馬総合センター

佐賀窓口センター　

仁位生活館

長崎県対馬病院

8：30～11：00

12：30～16：00

8：30～11：00

13：20～16：00

9：00～11：00

12：30～16：00

8：30～11：00

12：30～16：00

8：30～11：00

13：00～15：30

9：00～10：30

12：30～16：00

13：30～16：00

場　　　　　　所 受付時間実施日

Ｑ１大規模な土地取引の規模（面積要件）は？

Ａ ①市街化区域　　　　　　2,000㎡以上

　②①を除く都市計画区域　5,000㎡以上

　③都市計画区域外　　　 10,000㎡以上

Ｑ２どんな取引が該当？  Ａ 売買・代物弁済・交換など

Ｑ３届出は誰が？　　　  Ａ 土地の権利取得者（売買の場合であれば買主）

Ｑ４いつまでに届出？　  Ａ 契約（予約を含む。）締結日から2週間以内

Ｑ５提出する書類は？　  Ａ 届出書・売買契約書などの写し・土地の位置図等

Ｑ６どこに提出？　　　  Ａ 土地がある市町村の「国土利用計画法」担当課　

ご注意ください!
　山林を取得した場合に限り、上記面積要件等を満たしていない場合でも、森林法に基づく届出が必要
になります。なお、国土利用計画法に基づく土地取引に該当し、届出をした場合は、森林法に基づく届
出は不要です。

問い合わせ／しまづくり推進部　政策推進課　☎0920（53）6111
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従わない時
※公表されている土地利用に関する計画に適合
しない場合、勧告することがあります。勧告
に従わない場合には公表することがあります。

※適正かつ合理的な土地利用を図るために助言
　することがあります。

手続きの流れ

特
別
診
療
案
内 

他

ま
ち
の
話
題

特
　
集

わ
が
ま
ち
再
発
見

博
物
館
通
信

図
書
館
情
報

あ
ん
に
ょ
ん
！
韓
国
語

各
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

対
馬
振
興
局
か
ら
の

お
知
ら
せ

年
金
コ
ー
ナ
ー

消
費
生
活
相
談
所
だ
よ
り
他

情
報
B
O
X

福
岡
事
務
所

レ
ポ
ー
ト 

他

お
く
や
み

市
長
の
動
き 
他



2017. 10 9

農地中間管理機構への「農地の貸付」をご検討くださいお知らせ

　農業委員会では、毎年農地の利用状況を調査し遊休農地の実態把握に努めています。
　この調査で遊休農地と判断された農地の所有者などに対して「自ら耕作するか。」「農地中間管理事業
を利用するか。」「貸付けるか。」などの意向を調査します。農家の高齢化が進み、荒れた農地が増える
中で、農地を借り受け、他の農家に貸付けを行う公的機関として、全国の各都道府県に農地中間管理機構
が設置されており、意向調査後6ヵ月を過ぎても農業上の利用が図られないときは、同機構との協議を勧告
する場合があります。

　勧告された場合、当該農地の固定資産税は約1.8倍になります。農地中間管理事業の利用の意思表明が
あった場合や農業委員会が非農地と判断した場合は対象となりません。また、同機構に全ての農地を貸
付けた場合には、固定資産税が2分の1に軽減（貸付期間等一定の要件があります。）されます。 
 
問い合わせ／農業委員会事務局　☎0920（83）0302

申請はお済ですか？
「対馬市高齢者移動費助成事業の利用券」を交付しています

お知らせ

　「平成29年4月1日現在で75歳以上の在宅高齢者」を対象に、
市が指定した市内を運送するタクシーや福祉タクシー、バス及び
地域コミュニティバス、市営渡海船の利用券を交付しています。

受付窓口　福祉保険部福祉課・上対馬振興部住民生活課
　　　　　美津島行政サービスセンター・峰行政サービスセンター
　　　　　南福祉保健センター・北福祉保健センター

豆酘窓口センター・佐須窓口センター・佐賀窓口センター・仁田窓口センター
申請方法　本人申請…印鑑と身元が証明できるもの（保険証など）を持参してください。
　　　　　代理申請…代理者の身元が確認できる保険証、運転免許証等の提示が必要です。
注意事項　○障がい者移動支援、外出支援サービスを利用している方、施設に入所されている方、生活保

護法の被保護世帯に属している方は対象外です。
○降車や下船時に料金の支払いに利用する分の利用券を乗務員にお渡しください。
○利用料金と助成額との差額は、現金でお支払いください。
○利用料金が500円未満で差額が生じても、おつりはお返ししません。
○施設に入所等したとき、又は対馬市民でなくなったときは、利用券を市に返還してください。

 
問い合わせ／福祉保険部　福祉課　☎0920（58）2294 

対馬市高齢者移動費助成事業
利用券

発行者　対馬市長

利用券番号

助　成　額

有 効 期 間 平成30年3月31日まで

第　　　号

5 0 0 円利用券5千円分（1枚500円の10枚綴り）を交付します

山下和仁・山下紅弓「旅人の琴」ギターコンサートを開催しますイベント

と　　き　平成29年10月29日（日）
　　　　　開場：18:00　開演：18:30
と こ ろ　万松院（日本遺産）
出 演 者　山下和仁・山下紅弓
入 場 料　500円（拝観料を含む）
プログラム　〈第１部〉ギターデュオ
　　　　〈第２部〉旅人の琴

問い合わせ／教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

かずひと こゆみ
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対馬の魅力再発見！「対馬学フォーラム」を開催します　イベント

とき・ところ　平成29年12月10日（日）10:00～16:00　対馬市交流センター3階

内　　容　対馬の素晴らしさを知り、楽しく学び合う場として、郷土学習や研究・実践活動の成果発表、

来場者との意見交換や情報交換等により対馬の魅力を共有します。

発表対象　対馬に関する研究や郷土学習、産業振興や環境保全等の実

践活動に取り組んでいる方（子どもたちの発表も大歓迎！）

発表形式　ポスター発表形式：大判の紙（高さ180cm、幅90cm）

に取組内容や成果をまとめたものを掲示し来場者に説明

審査方法　来場者全員の投票により優秀表彰を決定

発表申込期限　平成29年11月10日（金）

 

問い合わせ／しまづくり推進部　市民協働・交通対策課　☎0920（53）6111

長崎大学大学院生による「こども感染症教室」を開催しますイベント

とき・ところ　平成29年10月28日（土）10:00～12:00　上県行政サービスセンター別館

平成29年10月29日（日）  9:00～12:00　対馬病院　※ふれあいフェスタにブース出展

内　　容　蚊・マダニの生態と感染症予防、経口感染症（インフルエンザやノロウイルス）

予防についての講話、正しい手洗いの仕方　等

講　　師　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科熱帯医学研究所

博士課程　森保 妙子・今西 望・嶋田 聡

そ の 他　本件は「対馬市学術研究等奨励事業補助金」を活用しています。

 

問い合わせ／しまづくり推進部　市民協働・交通対策課　☎0920（53）6111

　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツの秋！仲間を誘って歩いてみませんか？

「とよたま神話の里ウォーキング」を開催します    
イベント

と　　き　平成29年11月12日（日）9:30受付開始

と こ ろ　豊玉町保健センター（集合）

コ ー ス　6キロコース　4キロコース（豊玉町保健センター⇔和多都美神社）

　　　　　※6キロコースは、さらに豊玉町総合運動公園の外周を一周します。

対　　象　どなたでも参加できます。（小学生以下は保護者同伴４キロコース）

参 加 費　1人200円　※小学生未満は無料（当日徴収・傷害保険料含む。）

申込方法　中地区保健センターまで電話又はFax【0920（58）2755】でお申し込みください。

なお、Faxの場合は、任意様式に「①氏名②年齢③住所④電話番号⑤希望コース」を記載してく

ださい。

申込期限　平成29年11月2日（木）17:00

そ の 他　・飲み物は各自でご準備ください。

　　　　　・キャンペーン応募ハガキをお持ちの方は、ご持参ください。

　　　　　・車でお越しの方は、豊玉診療所、対馬市社会福祉協議会周辺の駐車場をご利用ください。

　　　　　・雨天時は中止します。

問い合わせ／健康づくり推進部　中地区保健センター　☎0920（58）1116

発表者募集中

参加無料

要申込

歩いてつくる元気の　　キャンペーンわ

昨年の様子
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「家族介護実技指導研修会」を開催しますイベント

とき・ところ　平成29年10月31日（火）10:15～12:15（厳原会場：特別養護老人ホームいづはらⅡ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　14:30～16:30（豊玉会場：豊玉町福祉センター）

平成29年11月 1 日（水）10:00～12:00（上県会場：通所介護喜多の苑）
内　　容　自宅での介護の知識及び技術の習得
講　　師　長崎県介護福祉士会　堀部 和貴・松永 圭介
申込方法　地域包括・医療対策課までお電話ください。
 
問い合わせ／健康づくり推進部　地域包括・医療対策課　☎0920（52）4828

介護する方もされる方
も負担が軽くなる「無
理な力を使わない介護
方法」を紹介します！

「芸術の秋」各町文化まつりを開催しますイベント

厳原町文化まつり

みつしま町文化まつり

豊玉町文化祭

峰町文化祭

上県町文化まつり

上対馬町文化祭

対馬市交流センター

美津島体育館

峰地区公民館

上県地区公民館

上対馬総合センター

11月 4 日（土）
11月 5 日（日） 

9：00～18：00
  9：00～15：00

11月 4 日（土）
11月 5 日（日） 

対馬市公会堂
豊玉文化会館

9：00～17：00
  9：00～15：00

11月 3 日（金）9：00～16：00

11月 2 日（木）
11月 3 日（金） 

9：00～17：00
  9：00～16：00

11月 4 日（土）
11月 5 日（日） 

9：00～17：00
  9：00～17：00

11月 4 日（土）
11月 5 日（日） 

9：00～17：00
  9：00～17：00

会　　　場 作　品　展　示 文化・芸能発表会

11月 5 日（日） 
10：30～15：30

11月 3 日（金）
13：00～16：00

11月 5 日（日）
10：00～12：30

11月 3 日（金）
13：00～15：30

11月 5 日（日） 
10：30～16：30
上対馬町・上県町文化
発表会
（会場：上対馬総合センター）

問い合わせ／厳原地区公民館　　☎0920（52）0363　峰地区公民館　　　☎0920（83）0151
　　　　　　美津島地区公民館　☎0920（54）4044　上県地区公民館　　☎0920（84）2576
　　　　　　豊玉地区公民館　　☎0920（58）0062　上対馬地区公民館　☎0920（86）3052

参加無料・要申込

とき・ところ　平成29年12月2日（土）14：00～16：00（開場13：00）対馬市交流センター　3階大会議室
　　　　　平成29年12月3日（日）14：00～16：00（開場13：00）上対馬総合センター　ホール

プログラム　一部　江戸古典落語（40分）
　　　　　二部　『いきいき医学講話』（40分）
演　　者　春雨や落雷（医師免許を持つ真打落語家）
　　　　　

 
 
 

 問い合わせ／健康づくり推進部　地域包括・医療対策課　☎0920（52）4828

対馬市地域包括ケア研修会を開催します
「春雨や落雷のお達者落語会　～笑いと免疫･･･そして健康～」

イベント

入場無料

は る さ め 　 　 ら く ら い

笑いは体の中にある宝物
　これを使わずして人生を終わることなかれ
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11月19日（日）「国境サイクリングIN対馬」を開催しますイベント

問い合わせ／観光交流商工部　観光商工課（つしまサイクリングイベント実行委員会事務局）　
　　　　　　☎0920（53）6111

１．もみじ街道の自動車等の走行について
　　秋の対馬を体感していただくため、もみじ街
道をコースに入れています。皆さまご存じの
とおり、もみじ街道は道幅が狭く、カーブが
多いため参加者の安全を考慮し、自主規制を
行う予定です。全参加者がもみじ街道を通過
するまでは迂回をお願いします。

２．各チェックポイントでの駐車について
　　大会当日、チェックポイントとなる場所は駐
車場としてご利用いただけません。ご了承く
ださい。

３．車の運転について
　　いつも以上に時間にゆとりを持って運転をお
願いします。

４．コース沿線での応援について
　　温かい応援をお願いします。

つしまサイクリングイベント
実行委員会からのお願いです

比田勝港国内ターミナル
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「森林の伐採」には伐採届（伐採及び伐採後の造林の届出書）の提出が必要ですお知らせ

　森林を伐採する場合伐採を開始する30日前までに伐採届を提出することが森林法で定められており、
未届出で伐採した場合「100万円以下の罰金（森林法第207条）」に処されます。

○しいたけ原木・木炭・薪等の生産目的で自己所有の山を伐採する場合も届出は必要です。
○伐採後は、森林機能の維持・回復のための作業が必要になる場合がありますので、所有者と伐採者で十
分に協議してください。
○「対馬市伐採ガイドライン」に沿った伐採に努めてください。
○伐採届の様式は、対馬市ホームページに掲載のほか、
下記問い合わせ窓口にも設置しています。

問い合わせ／農林水産部　農林・しいたけ課　☎0920（53）6111
　　　　　　中対馬振興部　地域振興課　　　☎0920（58）1111
　　　　　　上対馬振興部　地域振興課　　　☎0920（86）3111
　　　　　　上県行政サービスセンター　　　☎0920（84）2311

橋本 みずき 34歳
会計課
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石本 聡 35歳
建設部　管理課
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松村 直哉 33歳
市民生活部　税務課
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はしもといしもと さとしまつむら　なおや

対馬市人事異動

10月1日付

氏　　　名 新　　配　　置

吉田  計士 中対馬振興部　峰行政サービスセンター　参事兼課長補佐

主藤  公康 水道局　水道課　参事兼課長補佐　　
兼水道部水道課参事兼課長補佐

築城  守夫 健康づくり推進部　健康増進課　課長補佐　

神宮  茂 農林水産部　基盤整備課　課長補佐　

手束  修二 建設部　建設課　課長補佐

手束  宏子 市民生活部　税務課　副参事兼係長

野田  真一郎 中対馬振興部　地域振興課　副参事兼係長

洲河  直樹 総務部　総務課　係長

池渕  真一郎 農林水産部　農林・しいたけ課　係長

有地  秀介

神宮  和史

水道局　水道課　係長兼水道部水道課係長

松村  直哉

福祉保険部　保護課　主事

石本  聡

市民生活部　税務課　主事（新規採用）

橋本  みずき

柚谷  智之

松村  聡也

会計課　主事（新規採用）

建設部　管理課　主事（新規採用）

議会事務局　副参事兼係長

教育委員会事務局　南地区教育事務所　副参事兼係長
兼厳原地区生涯学習センター副参事兼係長兼厳原地区公民館副参事兼係長

氏　　　名 新　　配　　置

中山  秀尚 消防本部　次長

大浦  佳章 消防本部　警防課長兼通信課長

糸瀬  一生☆ 消防署　署長兼警防課長

修行  武智 消防署　副署長（南部担当）兼予防課主幹
兼美津島出張所長

縫田  泰輝 消防署　総務課　総務班　主事

田口  左京 消防署　警防課　警防救助班　主事

岩佐  太陽 消防署　警防課　救急班　主事

西山  涼 消防署　警防課　通信班　主事

中村  太亮 消防署　空港分遣所　警防班　主事

富沢  和 消防本部　総務課付　主事（消防学校入校）

古里  将輝 消防本部　総務課付　主事（消防学校入校）

梅野  真平 消防本部　総務課付　主事（消防学校入校）

島居  雄一郎 消防本部　総務課付　主事（消防学校入校）

☆昇任
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第7回 放置廃船対策を進めています！

対馬振興局からのお知らせ
シリー

ズ

「○○
を進め

ていま
す!」

　何のために対策を進めているの？

　対馬では水産業が盛んで、また、物流におい
ても船による輸送がとても重要であることから、
航行や係留の安全性の確保や港利用における利
便性の向上のため、港湾・漁港の管理に努めて
います。
　しかし、近年、港湾・漁港に廃船が放置され、
船の航行や係留の妨げになったり、用地が利用
しにくくなったりして、問題となっています。
　これらの放置廃船を減らし、港を利用する
方々に良い環境で港を使っていただくために、
放置廃船対策を進めています。

問い合わせ／長崎県対馬振興局建設部
　　　　　　広報管理者：野崎 信 ☎0920（52）1311

　どんな効果があるの？

　放置廃船をそのままにしておくと、以下の問
題の発生が懸念されます。
○放置廃船からのオイル漏れによる水質汚染
○沈没や漂流による航行への支障
○不法係留や用地占用による港の利用阻害 など
　放置廃船対策を進め、放置廃船を減らすこと
で、これらの危険防止を図り、港の利用促進や
安心・安全な環境の確保につながることが期待
されます。

　  一口メモ

○長崎県では、平成29年度から、港の利用にあ
たり適正に係船料を納付している漁船には
「係船料納付済証シール」を貼付する取組を
進めています。
○港に船舶を係留される場合は、適正な手続を
とっていただくようお願いします。
　（問合せ先：対馬振興局建設部管理課）

　どんなことをしているの？

○市や漁協と連携し、放置廃船の所有者の確認
や撤去に向けた指導等を行っています。
○所有者が不明のものやなかなか撤去につなが
らないものなどについては「撤去指示書」を
貼付するなど、指導強化に努めています。
○放置廃船対策の取り組みの周知のため、啓発
チラシを作成し、漁協等へ配布しています。

放置された船は所有者の確認が困難

撤去指示書を貼付するなど指導を強化！
廃船が沈没し、オイル漏れの発生や他の船
舶の港内航行の支障となっている

大型の漁船が陸揚げされたまま
放置され、用地が使用できない状
態になっている

県が管理する対馬管
内の港湾・漁港には、
35隻の放置廃船が
確認されています。

上
対
馬
町

上
県
町

峰町

豊玉町

美津島町

厳原町
厳原

雞知

仁位

三根

比田勝

佐須奈
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わがまち再発見!! 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341

～知ろう、守ろう、私たちの文化財～

【一ノ城戸】金田城跡には「城戸」という名が付く遺構が3箇所あります。
　この3箇所の遺構は全て、城山の東側に築かれていますが、これには城山の地形が関係しています。
　城戸が築かれている城山東側斜面は、断崖絶壁の地形をしている西側斜面に比べて緩やかな地形をし
ており、攻め手（唐・新羅を想定）にとって攻めやすい地形をしていました。このため、守り手（大和
朝廷）としては、東側の守りを堅くする必要があったのです。
　一ノ城戸は、大吉戸神社に最も近い場所にあります。谷に築かれた石垣は、非常によく残っていて、
底部には谷を流れてくる水を通す水門も残っています。
　一ノ城戸の特徴は、谷部の南側にある張り出した石垣です。この石垣、上半分は平板状の砂岩が用い
られているのに対し、下半分は金田城の他の遺構や石塁に用いられている石英斑岩が用いられています。
これは、江戸時代の末に、ロシア艦などの外国船が対馬に出没するようになったときに、対馬藩が金田
城の修築をしたものと考えられており、飛鳥時代の石積みと江戸時代の石積みが同時に見ることができ
る遺構として現在に伝えられているのです。

特別史跡金田城跡　築造1350年特集

韓国の旅行会社を対象にしたアンケート調査を実施しました！

第21号
平成29年10月

　平成32年の開館に向けて整備している博物館は、
韓国からの入館者も想定されることから、韓国の
旅行会社を対象にアンケート調査を行い、42社
46人から回答を得ました。その概要をご紹介し
ます。
　42社のうち、対馬を訪れる団体ツアーを実施し
ているのは38社、多くは中高年を対象にしている
ようです。そのうち、県立対馬歴史民俗資料館を
訪れていたのは約80%でした。この結果からも、
韓国からの観光客が博物館のような施設を必要と
していることは明らかです。
　博物館に関する資料を見たうえで、団体ツアー
のコースに含むと回答したのは約90%でした。日
本と韓国の交流の歴史や、その中での対馬の関わ
り、また、対馬が持つ歴史や伝統、民俗への関心
がうかがえます。入館料は無料が望ましいという
意見がありましたが、管理運営面や一昨年実施し

た市民アンケートと合わせて検討する必要があり
ます。

一ノ城戸水門（円中央が水門） 白線より上側は平石、下側は丸石で築かれている。

一ノ城戸（張り出し部分）

2017. 10 15
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問い合わせ／
博物館建設推進室
☎0920（53）6111



問い合わせ／対馬市消費生活相談所
　　　　　　　☎0920（52）8322

問い合わせ／日本年金機構長崎北年金事務所　
　　　　　　　☎095（861）1582

年金コーナー

対馬市消費生活相談所だより
要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

民事訴訟管理センターからのハガキは架空請求です！　～驚かせ連絡させる手口～
【相談事例】今日「民事訴訟管理センター」というところから「総合消費料金に関する訴訟最終告知」
というハガキが届いた。「連絡しなければ原告の主張が全面的に受理され、給料や財産の差押を強制執
行する。」と書いてある。心当たりがないので、確認するため記載の相談窓口に電話で問い合わせを行
った。すると「公共放送や定期購入の化粧品代に不払いはないか。」「弁護士を紹介する。」などと言
われた。怖くなって電話を切ったが不安だ。
【消費者へアドバイス】架空の訴訟のハガキは、脅して不安にさせ、連絡するよう、誘導しています。
このようなハガキが届いても、相手に連絡をしてはいけません。

　裁判所が訴訟の連絡をする際は【特別送達】という封書で、受取が確認できる方法で送付します。
　不安に感じたり、困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所もしくは長崎県消費生活センター
【☎095（824）0999】にご相談ください。また、来所される際は、事前予約をお願いします。

○日時　11月8日（水） 13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター
○日時　11月9日（木） 9：00～17：00
　場所　対馬市役所　別館会議室
★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 11月2日（木）まで
　　　　　　　　　　　（期限厳守）

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同
様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成29年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分
や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成29年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調
整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払
ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成29年1月1日から9月30日までの間に国
民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金
機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が送られますので、申告書を提出の際には必ずこの証明
書または領収証書を添付してください。（平成29年10月
1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保
険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないよう納めましょう。

消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します

　対馬市社会福祉協議会では、法律に関する相談会を開催しています。料金は無料です。お気軽にご利用ください。

※法律相談を希望される方は、必ず事前（前日の16：00まで）に予約をお願いします。

プライバシー・相談内容・秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。

日　　程 時　間 会　　　　場 担　　　　当
豊玉町福祉センター11月 2 日（木）

11月 9 日（木）
11月16日（木）
11月30日（木）

対馬市総合福祉保健センター（美津島）
法テラス対馬法律事務所
対馬ひまわり基金法律事務所

上県町地域福祉センター 法テラス対馬法律事務所
対馬市交流センター（厳原） 対馬ひまわり基金法律事務所

13：00～

16：00

予約・問い合わせ／対馬市社会福祉協議会 地域福祉班
　　　　　　　　　　☎0920（58）1432

無料法律相談日程のご案内
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